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令和６年度 

福島地方最低賃金審議会 

第３回自動車小売業専門部会 

議 事 録 
 

日  時：令和６年１０月３１日(木) 

１４:００～１５:１０ 

                      場  所：福島第二地方合同庁舎１階会議室 

                        出席者：(公)長谷川、森谷、元井 

 (労)逢坂、志賀、鈴木（克） 

 (使)大内、川瀬 

 

１ 開  会  

（部 会 長） 定刻になりましたので、これより第３回自動車小売業最低

賃金専門部会を開会します。 

委員の皆様には、大変お忙しいところ御出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

議事に入る前に、事務局は定足数の確認をお願いします。 

（補 佐） 本日は、使用者側の宗形委員が欠席されておりますが、委

員の３分の２以上の出席をいただいておりますので、最低賃金

審議会令第６条第６項の規定により、本専門部会が有効に成立

していることを報告いたします。 

 

２ 議  事 

（部 会 長） これより議事に入ります。 

 

（１）金額審議について 
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（部 会 長） それでは金額の審議に入りたいと思いますが、前回、１０

月１日に開催した第２回専門部会の金額審議において、労使と

も２回の金額提示を行いましたが、金額の一致には至らず、労

働者側７１円引き上げて１，０３１円、使用者側５９円引き上

げて１，０１９円で、労使の提示額には１２円の隔たりがあり

ます。 

委員の皆様には、本日、全会一致で結審し、早期に発効でき

ますよう、特段の御協力をお願いします。 

前回の専門部会終了後に労使とも提示額について協議してい

ただいていることと思います。労働者側より金額審議に入りた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（大内委員） 労使協議から始めさせていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（部 会 長） 大内委員から、労使協議をしたいとの提案がありました

が、労働者側は、どういたしますか。 

《 異議なしの声 》 

（部 会 長） それでは、これから労使協議を行っていただきますが、時

間はどのくらいにしましょうか。 

（大内委員） １時間かからないと思いますが、一応１時間ということで

お願いします。 

（部 会 長） わかりました。では、３時を目途に戻ってきていただけれ

ばと思います。一旦、休会といたします。 

【労働者側委員・使用者側委員退室】 

【労使協議】 

【労働者側委員・使用者側委員入室】 

（部 会 長） 労使協議をいただきまして、ありがとうございました。 

その協議の結果につきまして、御報告いただきたいと思い

ます。 

まずは労働者側からお願いします。 
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（鈴木（克）委員） 使側から、他の地域とのバランス等あって、金額を提示い

ただいて、１，０２０円ということで提示いただいて、私ども

もその金額であれば納得ということで、全会一致で決めさせて

いただきました。 

今後のこともあります。引き続き来年度以降の特定最低賃金

の審議入りが出来て、継続的に話し合いが出来ればと付け加え

させていただきました。 

（部 会 長） ありがとうございました。 

では、使用者側からも御報告をお願いします。 

（大内委員） 前回まではかなりの金額の隔たりがありましたが、地域や

他の業種とのバランス、来年以降のバランスを考えまして、そ

の辺は労働者側の皆さんに御説明させていただいて、御理解い

ただいて、金額を１，０２０円ということで決めさせていただ

きましたが、労働者の皆さんには御納得いただいたことに感謝

申し上げます。鈴木委員がおっしゃったように、来年度以降も

自動車小売業としての最低賃金の必要性を、なるべく私の方も

主張させていただければと思います。以上です。 

（部 会 長） ありがとうございます。 

使用者側の提示額が１，０１９円で、労働者側が１，０３１

円でしたので、確かに、第２回目の時に使用者側が非常に高い

提示額を最初から出してくださっていたことを思い出して、納

得のいく額だと思いましたし、来年度以降もあるということで

すので、双方納得しての結論だと感じました。労使協議をして

いただいて良かったと思います。 

（部 会 長） 各委員の皆様の御努力によりまして、金額の一致が得られま

した。ありがとうございました。それでは、本専門部会の結論

について確認します。 
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       福島県自動車小売業最低賃金を、次のように改正する。時間

額１，０２０円、引上げ額６０円とする。とすることでよろし

いでしょうか。 

《 異議なしの声 》 

（部 会 長） 以上の金額をもって全会一致となりましたので、最低賃金

審議会令第６条第５項に基づき、本専門部会の決議をもって審

議会の決議とします。 

事務局は、専門部会長から審議会会長へ提出する報告書の作

成をお願いします。作成完了までの間、休憩とします。 

（ 休  憩 ） 

（部 会 長） それでは再開します。 

専門部会長から審議会会長へ提出する報告書を確認しま

す。 

【報告書原本を部会長に手交】 

【報告書の写しを各委員へ配付】 

（部 会 長） 報告書の読み上げをお願いします。 

（室 長）    【報告書の読み上げ】 

（部 会 長） 以上の内容でよろしいでしょうか。 

《 異議なしの声 》 

（部 会 長） ただいまの報告書に基づき、最低賃金審議会令第６条第５

項の規定により、全会一致の場合は、専門部会の議決をもって

審議会の議決とすることから、専門部会長から労働基準部長へ

答申文を手交することで、審議会会長から福島労働局長への答

申とします。 

事務局は準備をお願いします。 

【部会長から基準部長へ答申文を手交】 

【答申文の写しを各委員へ配付】 

（部 会 長） それでは、答申文の読み上げをお願いします。 

（室 長）    【答申文の読み上げ】 
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（部 会 長） 次に、綿貫労働基準部長よりご挨拶をお願いします。 

（基準部長） 本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございま

す。 

その上で、労使の金額提示をしていただき、真摯な労使協議

をしていただき、時間額１，０２０円ということで決めていた

だきましたこと、誠に感謝申し上げます。また、公益委員の先

生の皆様も、お忙しい中進めていただいたこと、全会一致にな

り本当に良かったと思っております。本当にありがとうござい

ます。 

今後につきましては御説明あるかと思いますが、異議審を経

た後、法定効力は最短で令和６年１２月２９日となります。効

力発生する前まで、異議審が終わった後、しっかりと周知させ

ていただいて、自動車小売業の最低賃金を知らないことがない

よう、しっかりと周知して参りたいと思っております。 

以上でございます。 

 

（２）今後の日程について 

（部 会 長） 今、少しお話ありましたが、特定最低賃金の改正に関する

今後の日程について、事務局より説明してください。 

（室 長） 本日の答申内容につきまして、本日より１５日間公示し、

異議の申出を受け付けます。異議の申出があった場合には、異

議申立に係る審議会を開催する予定です。異議申立に係る審議

会を開催する場合は、日程調整を行い、確定次第、審議会委員

の皆様にご連絡差し上げます。 

なお、異議の申出がなかった場合は、審議会の開催はなく、

効力発生日は法定発効で最短で令和６年１２月２９日となりま

す。 

 

３ 閉  会 
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（部 会 長） 専門部会委員の皆様には、御多忙のところ、労使協議が早

く終わっていただいたので早く終われますが、３回来ていただ

いてありがとうございました。全会一致で結審しましたこと、

心よりお礼申し上げます。 

以上をもちまして専門部会を閉会とします。 


